
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の方の育児負担軽減や就労希望のニーズ対応のため、令和８年度からは更に事業

拡大を行い、早朝７時３０分から預かり保育を実施します。 

 

１ 実施開始  令和８年 4月２日（木） 

          ※土曜・日曜・祝日・年末年始・臨時休園日を除く 

            ①満３、3歳児は、原則として午後保育開始日から実施 

            ②新入園児・転入児の入園式及び進級式までの期間の利用は、新２号認定者（就労

等の理由により事前に申請し、保育が必要であることを市が認定した者）のみ、

事前面談を実施し利用可能 

            ➂５歳児の卒園式から３月３１日までの利用は、上記②と同様の新２号認定者のみ

利用可能 

 

２ 実 施 園  三津浜幼稚園、荏原幼稚園、石井幼稚園 

 ３ 時  間  通常日  ：７時３０分から８時３０分まで 

  ：教育時間終了～１８時まで 

         長期休業中：７時３０分から１８時まで 

※ 夏休み、冬休み、春休みに実施します。 

４ 料  金  通常日  ：７時３０分から８時３０分   １時間１００円 

：1４時 30分から１５時３０分 1時間１００円 

               15時 3０分から        30分１００円 

         長期休業中：７時３０分から９時      ３０分１００円 

               ９時から           １時間１００円 

 ５ 料金徴収  事後に 1ヶ月分をまとめて、２か月後に徴収します。 

 ６ 申 込 み  事前の申し込みが基本です。（急用等の場合はご相談ください。） 

 ７ そ の 他  ・午前保育や長期休業中の利用について昼食が必要な場合は、 

お弁当をご持参ください。 

         ・申込み方法等は、別途幼稚園からお知らせします。 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

松山市こども家庭部 保育・幼稚園課 TEL９４８－６８７２ 

 

 


